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議案第１０７号 

   唐津市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例制定について 

 唐津市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例を別紙のように制定する

ものとする。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  住民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を目的として

情報通信技術を利用する方法により行政手続を行うために制定するもの

である。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進について、情報通信技術

を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、

手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、

もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 (1) 市の機関 市長（公営企業管理者の権限を行う市長を含む。）、議会、教育

委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価

審査委員会、消防長及びモーターボート競走事業管理者をいう。 

 (2) 条例等 市の条例及び規則等（市の機関が定める規則（地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１３８条の４第２項に規定する規程を含む。）及び地

方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１０条に規定する企業管理規程

をいう。以下同じ。）並びに地方自治法第２５２条の１７の２第１項又は地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第５５条

第１項の規定に基づき制定された佐賀県事務処理の特例に関する条例（平成

１２年佐賀県条例第２号）により市が処理することとされた事務について規定

する佐賀県の条例、規則及び教育委員会規則をいう。 

 (3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図

形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう。 

 (4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載

することをいう。 

(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に
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供されるものをいう。 

 (6) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関に対して行われ

る通知をいう。 

 (7) 処分通知等 処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をい

う。）の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関が行う通知（不特定の者

に対して行うものを除く。）をいう。 

(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録に記録され

ている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。 

(9) 作成等 条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、

又は保存することをいう。 

(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。 

（電子情報処理組織による申請等） 

第３条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により

行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定

にかかわらず、規則等で定めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織

（市の機関の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）とその手

続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理

組織をいう。以下同じ。）を使用する方法により行うことができる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当

該申請等に関する他の条例等に規定する方法により行われたものとみなして、当

該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請

等を受ける市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がさ

れた時に当該市の機関に到達したものとみなす。 

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすること

が規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場

合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理

組織を使用した個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための
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番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する

個人番号カードをいう。以下同じ。）の利用その他の氏名又は名称を明らかにす

る措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。 

５ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請

等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の

当該申請等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが

困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則等で定める場合に

は、規則等で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、

前各項の規定を適用する。この場合において、第２項中「行われた申請等」とあ

るのは、「行われた申請等（第５項の規定により前項の規定を適用する部分に限

る。以下この項から第４項までにおいて同じ。）」とする。 

（電子情報処理組織による処分通知等） 

第４条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面

等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例

等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、規則等で定める電子情報

処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受

ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則等で定める

方式による表示をする場合に限る。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、

当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものと

みなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該

処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録が

された時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。 

４ 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等を

することが規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法によ

り行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名

又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることが
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できる。 

５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、

処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合

その他の当該処分通知等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法によ

り行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則等で

定める場合には、規則等で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分

以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第２項中「行

われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等（第５項の規定により前

項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第４項までにおいて同じ。）」

とする。 

（電磁的記録による縦覧等） 

第５条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により

行うことが規定されているもの（申請等に基づくものを除く。）については、当

該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る

電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことが

できる。 

２ 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等につい

ては、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものと

みなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。 

 （電磁的記録による作成等） 

第６条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により

行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規

則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができ

る。 

２ 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の

条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の

当該作成等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすること
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が規定されているものを第１項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等に

ついては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置で

あって規則等で定めるものをもって代えることができる。 

 （適用除外） 

第７条 次に掲げる手続等については、第３条から前条までの規定は、適用しない。 

(1) 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認す

る必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付

ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないも

のとして規則等で定めるもの 

(2) 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定において電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定

されているもの（第３条第１項、第４条第１項、第５条第１項又は前条第１項

の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。） 

（添付書面等の省略） 

第８条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の規則等で定

める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に

際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわ

らず、市の機関が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人

番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ規則等で定める

ものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認

すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付する

ことを要しない。 

（情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表） 

第９条 市長は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等

及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進

に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表する

ものとする。 
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（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規

則等で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１０８号 

唐津市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定について 

唐津市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する

ものとする。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  地方公務員法の一部改正を踏まえ職員の定年年齢を引き上げるととも

に管理監督職勤務上限年齢制度等の導入に伴い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

唐津市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

唐津市職員の定年等に関する条例（平成１７年条例第３５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 題名の次に次の目次及び章名を付する。 

目次 

 第１章 総則（第１条） 

 第２章 定年制度（第２条―第５条） 

 第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第１１条） 

 第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１２条） 

 第５章 雑則（第１３条） 

 附則 

   第１章 総則 

 第１条中「）第２８条の２第１項から第３項まで及び第２８条の３」を「。以下

「法」という。）第２２条の４第１項及び第２項、第２８条の２、第２８条の５、

第２８条の６第１項から第３項まで並びに第２８条の７」に改め、同条の次に次の

章名を付する。 

   第２章 定年制度 

 第３条中「６０年」を「６５年」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の１項

を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、医療施設等において医療業務に従事する医師の定年

は、年齢７０年とする。 

 第４条第１項中「次の各号のいずれかに該当する」を「次に掲げる事由がある」

に、「その職員に」を「同条の規定にかかわらず、当該職員に」に、「その職員を

当該」を「当該職員を当該定年退職日において従事している」に、「引き続いて」

を「、引き続き」に改め、同項に次のただし書を加える。 

  ただし、第９条第１項から第４項までの規定により異動期間（同条第１項に規

定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。）（同条第１項又は
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第２項の規定により延長された期間を含む。）を延長した職員であって、定年退

職日において管理監督職（第６条に規定する職をいう。以下この条及び第３章に

おいて同じ。）を占めている職員については、第９条第１項又は第２項の規定に

より当該異動期間を延長した場合であって、引き続き勤務させることについて市

長の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監

督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

 第４条第１項第１号中「その職員」を「当該職員」に改め、「により」の次に

「生ずる欠員を容易に補充することができず」を加え、「とき」を「こと」に改め、

同項第２号中「その職員」を「当該職員」に、「による」を「により生ずる」に、

「できないとき」を「できず公務の運営に著しい支障が生ずること」に改め、同項

第３号中「その業務」を「当該業務」に、「その職員」を「当該職員」に、「と

き」を「こと」に改め、同条第２項中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」

に、「存する」を「ある」に改め、「得て、」の次に「これらの期限の翌日から起

算して」を加え、同項ただし書中「その期限」を「当該期限」に、「その職員」を

「当該職員」に改め、「定年退職日」の次に「（同項ただし書に規定する職員にあ

っては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日）」を加え、同条

第３項中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条第４項中「任命権者は」の次

に「、第１項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第２項の規定に

より期限が延長された職員について」を加え、「第１項の事由が存しなくなった」

を「第１項各号に掲げる事由がなくなった」に、「その期限を繰り上げて退職させ

ることができる」を「当該期限を繰り上げるものとする」に改める。 

 本則に次の３章を加える。 

   第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

 （管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第６条 法第２８条の２第１項に規定する条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

 (1) 唐津市職員給与条例（平成１７年条例第５４号。以下「給与条例」とい

う。）第１１条に規定する職（医療施設等において医療業務に従事する医師で

給与条例別表第２のアの医療職給料表（１）の適用を受ける職を除く。） 
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 (2) 唐津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１７年条例第

２６５号）第４条に規定する職 

 (3) 前２号に掲げる職に準ずる職として任命権者が定めるもの 

 （管理監督職勤務上限年齢） 

第７条 法第２８条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢６０年

とする。 

 （他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 

第８条 任命権者は、法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下こ

の章において「他の職への降任等」という。）を行うに当たっては、法第１３条、

第１５条、第２３条の３、第２７条第１項及び第５６条に定めるもののほか、次

に掲げる基準を遵守しなければならない。 

 (1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又

は転任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条及び第１０条において「降任

等」という。）をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法

第１５条の２第１項第５号に規定する標準職務遂行能力（次条第３項において

「標準職務遂行能力」という。）及び当該降任等をしようとする職についての

適性を有すると認められる職に、降任等をすること。 

 (2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監督

職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の

職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 

 (3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職

が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職

員（以下この号において「上位職職員」という。）の他の職への降任等もする

場合には、第１号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してや

むを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職

制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階

に属する職に、降任等をすること。 

 （管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例） 
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第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、

次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動

期間（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日

以後における最初の４月１日までの間をいう。以下この章において同じ。）の末

日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職

員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第３項

において同じ。）で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職

員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。 

 (1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職

員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の

運営に著しい支障が生ずること。 

 (2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の

他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営

に著しい支障が生ずること。 

 (3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事

情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が

生ずること。 

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により延長

された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号

に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、市長の承認を得て、延長された当

該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年

退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退

職日までの期間内。第４項において同じ。）で延長された当該異動期間を更に延

長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員

が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えること

ができない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、

他の職への降任等をすべき特定管理監督職群（職務の内容が相互に類似する複数
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の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構

成その他の特別の事情がある管理監督職として規則で定める管理監督職をいう。

以下この項において同じ。）に属する管理監督職を占める職員について、当該特

定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標

準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員

（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。）の数が

当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任

等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行

に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動

期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、

引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務を

させ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督

職に降任し、若しくは転任することができる。 

４ 任命権者は、第１項若しくは第２項の規定により異動期間（これらの規定によ

り延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について前項

に規定する事由があると認めるとき（第２項の規定により延長された当該異動期

間を更に延長することができるときを除く。）、又は前項若しくはこの項の規定

により異動期間（前３項又はこの項の規定により延長された期間を含む。）が延

長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると

認めるときは、市長の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起

算して１年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することがで

きる。 

 （異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第１０条 任命権者は、前条第１項から第４項までの規定により異動期間を延長す

る場合及び同条第３項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あ

らかじめ当該職員の同意を得なければならない。 

 （異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第１１条 任命権者は、第９条の規定により異動期間を延長した場合において、当
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該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の

職への降任等をするものとする。 

   第４章 定年前再任用短時間勤務制 

 （定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

第１２条 任命権者は、年齢６０年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職

員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場

合を除く。）をした者（以下この条において「年齢６０年以上退職者」とい

う。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時

間勤務の職（当該職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務

を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の１週間当

たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条において同

じ。）に採用することができる。ただし、年齢６０年以上退職者がその者を採用

しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日（短時間勤務の職を占める

職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占め

ているものとした場合における定年退職日をいう。）を経過した者であるときは、

この限りでない。 

   第５章 雑則 

 （雑則） 

第１３条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次

の見出し及び３項を加える。 

 （定年に関する経過措置） 

２ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における第３条第１項の

規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「６５

年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年 
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令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年 

３ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間において、唐津市職員の

定年等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年条例第  号。以下この項

及び次項において「令和４年改正条例」という。）による改正前の第３条ただし

書に規定する職員に対する令和４年改正条例による改正後の第３条第２項の規定

の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「７０年」

とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６６年 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６７年 

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６８年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６９年 

 （情報の提供及び勤務の意思の確認） 

４ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任

期を定めて任用される職員、非常員職員及び医師を除く。以下この項において同

じ。）が年齢６０年に達する日の属する年度の前年度（以下この項において「情

報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。）（情報の提供及び勤

務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務

の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員（異動等により情報の提

供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員（以

下この項において「末日経過職員」という。）を除く。）にあっては当該職員が

採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては

当該職員の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日である場合は、当該年

度の前年度））において、当該職員に対し、当該職員が年齢６０年に達する日以

後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供する

ものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努める

ものとする。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第２１項の規定は、

公布の日から施行する。 

 （勤務延長に関する経過措置） 

２ 任命権者は、施行日（この条例の施行の日をいう。以下同じ。）前にこの条例

による改正前の唐津市職員の定年等に関する条例（以下「旧条例」という。）第

４条第１項又は第２項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長

期限（同条第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限をいう。以

下この項において同じ。）が施行日以後に到来する職員（以下この項において

「旧条例勤務延長職員」という。）について、旧条例勤務延長期限又はこの項の

規定により延長された期限が到来する場合において、この条例による改正後の唐

津市職員の定年等に関する条例（以下「新条例」という。）第４条第１項各号に

掲げる事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から

起算して１年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期

限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第２条に規定する定年退職日の翌日

から起算して３年を超えることができない。 

３ 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和 

１１年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項において同じ。）か

ら基準日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新条例定年（新条例第３

条に規定する定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日における新条例定年（基

準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第３条に規定する定

年）を超える職（基準日における新条例定年が新条例第３条第１項に規定する定

年である職に限る。）及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規

則で定める職に、基準日から基準日の翌年の３月３１日までの間に新条例第４条

第１項若しくは第２項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法

律第６３号。以下「令和３年改正法」という。）附則第３条第５項の規定又は前

項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当
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該職に係る新条例定年（基準日が施行日である場合には、施行日の前日における

旧条例第３条に規定する定年）に達している職員（当該規則で定める職にあって

は、規則で定める職員）を、昇任し、降任し、又は転任することができない。 

４ 新条例第４条第３項から第５項までの規定は、附則第２項の規定による勤務に

ついて準用する。 

 （定年退職者等の再任用に関する経過措置） 

５ 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢６５年に達する日以後における最初の

３月３１日（次項、附則第７項、第１０項及び第１１項において「年齢６５年

到達年度の末日」という。）までの間にある者であって、当該者を採用しよう

とする常時勤務を要する職に係る旧条例定年（旧条例第３条に規定する定年を

いう。以下同じ。）（施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織

の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置

されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢）に

達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考に

より、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用す

ることができる。 

 (1) 施行日前に旧条例第２条の規定により退職した者 

 (2) 旧条例第４条第１項若しくは第２項の規定、令和３年改正法附則第３条第５

項の規定又は附則第２項の規定により勤務した後退職した者 

 (3) ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除く。）で

あって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にあるも

の 

 (4) ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）で

あって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、旧地

方公務員法再任用（令和３年改正法による改正前の地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６

第１項若しくは第２項の規定により採用することをいう。）又は暫定再任用

（この項、次項、附則第１０項又は第１１項の規定により採用することをいう。
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次項第５号において同じ。）をされたことがあるもの 

６ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢６５

年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤

務を要する職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規

則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該

常時勤務を要する職に採用することができる。 

 (1) 施行日以後に新条例第２条の規定により退職した者 

 (2) 施行日以後に新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後退職し

た者 

 (3) 施行日以後に新条例第１２条の規定により採用された者のうち、令和３年改

正法による改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員」という。）第２２条

の４第３項に規定する任期が満了したことにより退職したもの 

 (4) ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）

であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある

もの 

 (5) ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）

であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、暫

定再任用をされたことがあるもの 

７ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない範囲

内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の規定により採

用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢６５年到達年度の末日

以前でなければならない。 

８ 暫定再任用職員（附則第５項、第６項、第１０項又は第１１項の規定により採

用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。）の前項の規定による

任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が当

該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事

実に基づき良好である場合に行うことができる。 

９ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定

－ 18 －



再任用職員の同意を得なければならない。 

１０ 任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、附則

第５項各号に掲げる者のうち、年齢６５年到達年度の末日までの間にある者であ

って、当該者を採用しようとする短時間勤務の職（新条例第１２条に規定する短

時間勤務の職をいう。以下同じ。）に係る旧条例定年相当年齢（短時間勤務の職

を占める職員が常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職

を占めているものとした場合における旧条例定年（施行日以後に新たに設置され

た短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間

勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合に

おいて、当該職を占める職員が常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の

職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢）

をいう。）に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基

づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採

用することができる。 

１１ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、新地方公務員法第２２条の４

第４項の規定にかかわらず、附則第６項各号に掲げる者のうち、年齢６５年到達

年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の

職に係る新条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が常時勤務を要する

職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合にお

ける新条例定年をいう。附則第２０項において同じ。）に達しているもの（新条

例第１２条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除

く。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年

を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

１２ 前２項の場合においては、附則第７項から第９項までの規定を準用する。 

 （令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢） 

１３ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

 (1) 施行日以後に新たに設置された職 

 (2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 
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１４ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定する職

が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第３条に規定す

る定年に準じた当該職に係る年齢とする。 

 （令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務

員法第２２条の４第４項の条例で定める職及び年齢） 

１５ 令和３年改正法附則第４条から第６条までの規定が適用される場合における

令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員

法第２２条の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

 (1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

 (2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

１６ 令和３年改正法附則第４条から第６条までの規定が適用される場合における

令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員

法第２２条の４第４項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日

に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が常時勤務を要

する職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときに

おける旧条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。 

 （令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定める者及び

職員） 

１７ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、

当該職が基準日（附則第５項から第１２項までの規定が適用される間における各

年の４月１日（施行日を除く。）をいう。以下この項から附則第１９項までにお

いて同じ。）の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における

新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。 

 (1) 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。） 

 (2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職を含

む。） 

１８ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する職が

基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に
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係る新条例定年に達している者とする。 

１９ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、附則第１７項に規

定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日におけ

る当該職に係る新条例定年に達している職員とする。 

 （定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置） 

２０ 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１１年４

月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項において同じ。）から基準日

の翌年の３月３１日まで間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日

における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職（基準日における新条例定

年相当年齢が新条例第３条第１項に規定する定年である短時間勤務の職に限

る。）及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則

で定める短時間勤務の職（以下この項において「新条例原則定年相当年齢引上げ

短時間勤務職」という。）に、基準日の前日までに新条例第１２条に規定する年

齢６０年以上退職者となった者（基準日前から新条例第４条第１項又は第２項の

規定により勤務した後基準日以後に退職した者を含む。）のうち基準日の前日に

おいて同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条

例定年相当年齢に達している者（当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、

規則で定める者）を、新条例第１２条の規定により採用することができず、新条

例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、同条の規定により採用された職員

（以下この項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。）のうち基準日

の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に

係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員（当該規則で

定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員）

を、昇任し、降任し、又は転任することができない。 

 （令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢） 

２１ 令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢は、年齢６０

年とする。 
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議案第１０９号 

唐津市職員給与条例の一部を改正する条例制定について 

唐津市職員給与条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  地方公務員法の一部改正を踏まえ職員の定年年齢が引き上げられるこ

とに伴う給与に関する特例措置等を規定するため改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

唐津市職員給与条例の一部を改正する条例 

唐津市職員給与条例（平成１７年条例第５４号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第３項中「定める」の次に「ところにより決定する」を加え、同条第４項

及び第６項中「その者」を「当該職員」に改める。 

 第６条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同

条第１項中「法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項

若しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」という。）」を

「法第２２条の４第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再

任用短時間勤務職員」という。）」に、「その者に」を「当該定年前再任用短時間

勤務職員に」に、「再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務

の級に応じた」を「定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、

前条第２項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じ

た額に、勤務時間条例第２条第３項の規定により定められた当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得

た」に改め、同条第２項を削る。 

 第１７条第１項第１号中「以下」の次に「この項及び次項において」を加え、同

項第２号中「以下」の次に「この条において」を加え、同条第２項第１号本文中

「その者」を「当該職員」に改め、「以下」の次に「この号において」を加え、同

号ただし書中「以下」の次に「この号及び第３号において」を加え、「その者」を

「当該職員」に改め、同項第２号中「短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改め、同項第３号中「その者」を「当該職員」に改める。 

 第２１条第１項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第２項中「再任用短時

間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第４項中「（第２項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」を削り、「場合は」を「場合に

は」に改め、同条第５項中「場合は」を「場合には」に改める。 

 第２７条第２項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第３項中「再任用職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第７項中「その者」を「当該
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職員」に改める。 

 第３０条第１項中「この条」を「この項から第３項まで」に、「その者」を「当

該職員」に改め、同条第２項中「その者」を「当該職員」に改め、同項各号中「再

任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 第３１条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、

同条中「第１２条」を「第５条第３項から第９項まで、第１２条」に改め、「再任

用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 第３４条第１項ただし書中「その者」を「当該職員」に改める。 

 附則に次の見出し及び８項を加える。 

 （給料の特例） 

１１ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後における最初

の４月１日（附則第１３項において「特定日」という。）以後、当該職員に適用

される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受け

る号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端

数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたとき

はこれを１００円に切り上げるものとする。）とする。 

１２ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

 (1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及

び非常勤職員 

 (2) 唐津市職員の定年等に関する条例（平成１７年条例第３５号。以下「定年条

例」という。）第３条第２項に規定する職員 

 (3) 定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務している職員（定年条例

第２条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除

く。） 

 (4) 定年条例第９条第１項又は第２項の規定により同条第１項に規定する異動期

間（同項又は同条第２項の規定により延長された期間を含む。）を延長された

定年条例第６条に規定する管理監督職を占める職員 

 (5) 定年条例附則第３項に掲げる職員 
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１３ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、

当該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則第１５項において「異動

日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特

定日に附則第１１項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項におい

て「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月

額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００

円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。）に

達しないこととなる職員（規則で定める職員を除く。）には、当分の間、特定日

以後、附則第１１項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月

額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。 

１４ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額と

の合計額が第５条第２項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の

号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基

礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第５条第２項の規定により当該職

員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月

額」とする。 

１５ 異動日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員（附則第１１項

の規定の適用を受ける職員に限り、附則第１３項に規定する職員を除く。）であ

って、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められ

る職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところ

により、前２項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

１６ 附則第１３項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第１１

項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給さ

れる職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受

ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前３項の規定に準じて算出し

た額を給料として支給する。 

１７ 附則第１３項又は前２項の規定による給料を支給される職員に対する第２７
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条第５項（第３０条第４項において準用する場合を含む。以下この項において同

じ。）の規定の適用については、第２７条第５項中「給料の月額」とあるのは、

「給料の月額と附則第１３項、第１５項又は第１６項の規定による給料の額との

合計額」とする。 

１８ 附則第１１項から前項までに定めるもののほか、附則第１１項の規定による

給料月額、附則第１３項の規定による給料その他附則第１１項から前項までの規

定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 別表第１中「再任用職員以外」を「定年前再任用短時間勤務職員以外」に、 

「 

再 任 用

職 員 

 187,700 215,200 258,600 278,300 293,700 318,900 361,300 

                                    」 

を 

「 

定 年 前

再 任 用

短 時 間

勤 務 職

員 

 基  準

給 料 

月   額 

基  準

給 料 

月   額 

基  準

給 料 

月   額 

基  準

給 料 

月   額 

基  準

給 料 

月   額 

基  準

給 料 

月   額 

基  準

給 料 

月   額 

円 

187,700 

円 

215,200 

円 

258,600 

円 

278,300 

円 

293,700 

円 

318,900 

円 

361,300 

                                    」 

に改める。 

別表第２のアの表中「再任用職員以外」を「定年前再任用短時間勤務職員以外」

に、 

「 

再 任 用

職 員 

 296,200 338,600 393,000 466,000 

                                    」 

を 

「 

定 年 前

再 任 用 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 
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短 時 間

勤 務 職

員 

 296,200 338,600 393,000 466,000 

                                   」 

に改める。 

別表第２のイの表中「再任用職員以外」を「定年前再任用短時間勤務職員以外」

に、 

「 

再 任 用

職 員 

 188,700 215,300 246,700 260,300 286,000 

                                    」 

を 

「 

定 年 前

再 任 用

短 時 間

勤 務 職

員 

 基準給料 

月  額 

基準給料 

月  額 

基準給料 

月  額 

基準給料 

月  額 

基準給料 

月  額 

円 

188,700 

円 

215,300 

円

246,700

円 

260,300 

円 

286,000 

                                   」 

に改める。 

別表第２のウの表中「再任用職員以外」を「定年前再任用短時間勤務職員以外」

に、 

「 

再 任 用

職 員 

 235,100 258,800 266,100 276,400 293,000 

                                    」 

を 

「 

定 年 前

再 任 用

短 時 間 

 基準給料 

月  額 

基準給料 

月  額 

基準給料 

月  額 

基準給料 

月  額 

基準給料 

月  額 

円 円 円 円 円 
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勤 務 職

員 

 235,100 258,800 266,100 276,400 293,000 

                                    」 

に改める。 

別表第３のアの表４級の項中「困難」を「主幹又は困難」に、「又は主査」を

「若しくは主査」に改め、同表５級の項中「課長又は」を「課長、参与又は」に改

める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （職員の勤務延長に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の唐津市職員給与条例（以下「改正後の条例」とい

う。）附則第１１項から第１８項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する

法律（令和３年法律第６３号。以下「改正法」という。）附則第３条第５項又は

第６項の規定により勤務している職員には適用しない。 

 （定年退職者等の再任用に関する経過措置） 

３ 改正法附則第４条第１項又は第２項の規定により採用された職員（以下「暫定

再任用職員」という。）の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の条例第６

条第１項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤

務職員」という。）であるものとした場合に適用される改正後の条例第４条第１

項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額の

うち、改正後の条例第５条第２項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務

の級に応じた額とする。 

４ 改正法附則第６条第１項又は第２項の規定により採用された職員（以下「暫定

再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職

員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の条

例第４条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基

準給料月額のうち、改正後の条例第５条第２項の規定により当該暫定再任用短時
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間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、唐津市職員の定年の引上げに伴う関

係条例の整備に関する条例（令和４年条例第  号）附則第２項の規定により定

年前再任用短時間勤務職員とみなして適用する同条例第３条の規定よる改正後の

唐津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７年条例第４１号）第２条

第３項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条

第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

５ 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職

員とみなして、改正後の条例第２７条第３項、第３０条第２項及び第３１条の規

定を適用する。 

６ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正

後の条例第１７条第２項第２号及び第２１条第２項の規定を適用する。 

７ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事

項は、規則で定める。 
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議案第１１０号 

唐津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定について 

唐津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定す

るものとする。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  地方公務員法の一部改正等に伴う退職手当に関する特例措置等を規定

するため改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

唐津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

唐津市職員の退職手当に関する条例（平成１７年条例第５７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第１項中「地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第

２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された者並びに」を削り、同条

第２項中「含む。」の次に「第１６条第２項において「勤務日数」という。」を、

「１８日」の次に「（１月間の日数（唐津市の休日を定める条例（平成１７年条例

第２号）第１条第１項各号に掲げる日の日数は、算入しない。）が２０日に満たな

い日数の場合にあっては、１８日から２０日と当該日数との差に相当する日数を減

じた日数。第１６条第２項において「職員みなし日数」という。）」を加え、同項

ただし書中「職員」の次に「及び同法第２２条の４第１項の規定により採用された

職員」を加える。 

 第７条中「定年に達する日から６月前」を「唐津市職員の定年等に関する条例第

２条に規定する定年退職日の前年の３月３１日」に、「その年齢」を「退職の日以

後の最初の３月３１日におけるその者の年齢」に、「１０年」を「１５年」に改め、

同条の表中「定年と退職の日」の次に「以後の最初の３月３１日」を加える。 

第１０条の３の表中「定年と退職の日」の次に「以後の最初の３月３１日」を加

える。 

 第１０条の４第１項中「除く。以下」を「除く。第１１条第４項において」に改

め、「額（以下」の次に「この項及び第５項において」を加える。 

 第１６条第２項中「職員について定められている勤務時間以上勤務した日（法令

又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇

を与えられた日を含む。）が１８日」を「勤務日数が職員みなし日数」に改め、同

条第４項中「職員が、」を「職員が」に、「支給期間」とする」を「支給期間」と

し、当該退職の日後に事業（その実施期間が３０日未満のものその他規則で定める

ものを除く。）を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が

規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間
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（当該実施期間の日数が４年から第 1 項及びこの項の規定により算定される期間の

日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。）は、第１項及び

この項の規定による期間に算入しない」に改め、同条第１１項第５号中「第４条第

８項」を「第４条第９項」に改める。 

 第１９条第１項第１号及び第５項第２号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。 

 第２０条の見出し及び同条第１項第１号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改め、同項第２

号及び第３号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 第２１条第１項中「にあっては」を「には」に改め、同項第１号中「禁錮
こ

」を

「禁錮」に改め、同項第２号及び第３号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間

勤務職員」に改める。 

 第２３条第１項中「。以下この条」を「。以下この項から第６項まで」に、「に

あっては」を「には」に改め、同条第２項及び第３項中「にあっては」を「には」

に改め、同条第４項中「禁錮
こ

」を「禁錮」に、「にあっては」を「には」に改め、

同条第５項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「にあって

は」を「には」に改める。 

 附則第６項中「第７条まで」の次に「及び附則第１５項から第２０項まで」を加

える。 

 附則第７項中「第６条の２」の次に「及び附則第１８項」を加える。 

 附則第８項中「第６条」の次に「又は附則第１６項」を加える。 

 附則第１３項の前に見出しとして「（退職手当の特例）」を付する。 

 附則第１４項中「令和４年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改める。 

 附則に次の６項を加える。 

１５ 当分の間、第５条第１項の規定は、１１年以上２５年未満の期間勤続した者

であって、６０歳に達した日以後最初の３月３１日以後その者の非違によること

なく退職した者（定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第２項の規

定に該当する者を除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。この場

合における第４条の規定の適用については、同条第１項中「又は第６条」とある

のは、「、第６条又は附則第１５項」とする。 
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１６ 当分の間、第６条第１項の規定は、２５年以上の期間勤続した者であって、

６０歳に達した日以後最初の３月３１日以後その他の非違によることなく退職し

た者（定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定に該当す

る者を除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における

第４条の規定の適用については、同条第１項中「又は第６条」とあるのは、「、

第６条又は附則第１６項」とする。 

１７ 前２項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本

額については適用しない。 

 (1) 唐津市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年条例第 

    号）による改正前の唐津市職員の定年等に関する条例（以下「令和５年旧

職員定年条例」という。）第３条ただし書に規定する職員 

 (2) 唐津市職員の定年等に関する条例第３条第２項に規定する職員 

 (3) 給与その他の処遇の状況が前２号に掲げる職員に類する職員として規則で定

める職員 

１８ 唐津市職員給与条例附則第１１項の規定による職員の給料月額の改定は、第

６条の２に規定する給与月額の減額改定に該当しないものとする。 

１９ 当分の間、第６条第１項に規定する者（勤務公署の移転により退職した者で

あって任命権者が市長の承認を得たものを除く。）に対する第７条の規定の適用

については、同条中「１５年」とあるのは「１０年」とするほか、次の表の左欄

に掲げる者の区分に応じ、同条中「退職の日において定められているその者に係

る定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

附則第１７項各号に掲げる職員以外の者 ６０歳 

附則第１７項第１号に掲げる職員 ６５歳 

附則第１７項第２号に掲げる職員 令和５年旧職員定年条例第３条た

だし書に規定する年齢 

附則第１７項第３号に掲げる職員 規則で定める年齢 

２０ 当分の間、第６条第１項に規定する職制若しくは定数の改廃若しくは予算の

減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって任命権者が
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市長の承認を得たもの又は公務上の疾病又は死亡により退職した者であって、前

項の表の左欄に掲げるものが、それぞれ旧定年退職日（同表の右欄に掲げる年齢

に達した日以後の最初の３月３１日をいう。）の前年の３月３１日までに退職し

たときにおける第７条及び第１０条の３の規定の適用については、第７条の表第

６条第１項の項、第６条の２第１項第１号の項及び第６条の２第１項第２号の項

並びに第１０条の３の表第１０条の２第２号の項中「１００分の２」とあるのは、

「附則第１９項の表の左欄に掲げる者の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる

年齢と退職の日以後の最初の３月３１日におけるその者の年齢との差に相当する

年数に１００分の２を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者

に係る定年と退職の日以後の最初の３月３１日におけるその者の年齢との差に相

当する年数で除して得た割合」とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２条第２項の改正規

定、第７条の改正規定（同条中「１０年」を「１５年」に改める部分を除く。）、

第１０条の３の改正規定、第１６条の改正規定及び附則第１４項の改正規定並び

に附則第４項の規定については、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３

号）附則第４条第１項又は第２項の規定により採用された職員をいう。次項にお

いて同じ。）又は暫定再任用短時間勤務職員（同法附則第６条第１項又は第２項

の規定により採用された職員をいう。）に対するこの条例による改正後の唐津市

職員の退職手当に関する条例（以下「新条例」という。）第２条第１項の規定の

適用については、同項中「任期を定めて採用された職員」とあるのは、「任期を

定めて採用された職員及び地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第

６３号）附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の規

定により採用された職員」とする。 

３ 暫定再任用職員に対する新条例第２条第２項の規定の適用については、同項中
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「及び同法第２２条の４第１項」とあるのは、「、同法第２２条の４第１項及び

地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）第４条第１項又は

第２項」とする。 

４ 新条例第１６条第４項の規定は、附則第１項ただし書に規定する施行の日以後

に同条第４項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で

定める職員に該当するに至った者について適用する。 
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議案第１１１号 

唐津市職員の定年の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例制定に 

ついて 

唐津市職員の定年の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のように制

定するものとする。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  地方公務員法の一部改正を踏まえ職員の定年引上げに伴う規定を整備

するため関係条例を改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市職員の定年の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例 

 （唐津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第１条 唐津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（平成１７年条例第

３４号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２８条第３項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び

休職の手続及び効果」を「第２７条第２項並びに第２８条第３項及び第４項の規

定に基づき、職員の意に反する降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職

及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の特例」に改める。 

  第６条を第８条とし、第５条を第７条とし、第４条を第６条とする。 

  第３条の前の見出しを削り、同条を第５条とし、同条の前に見出しとして

「（休職の効果）」を付する。 

  第２条の見出し中「及び休職」を「、休職及び降給」に改め、同条第１項中

「法第２８条第１項第２号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは

免職する場合又は同条第２項第１号の規定に該当するものとして職員を休職する

場合においては」を「次の各号のいずれかに該当する場合は」に改め、同項に次

の各号を加える。 

  (1) 法第２８条第１項第２号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は

免職する場合 

  (2) 法第２８条第２項第１号の規定に該当するものとして職員を休職する場合 

  (3) 前条第１項第２号の規定に該当するものとして職員を降格する場合 

  第２条第２項中「若しくは免職又は休職」を「、免職、休職又は降給」に改め、

同条を第４条とし、第１条の次に次の２条を加える。 

  （降給の種類） 

 第２条 降給の種類は、降格（職員の意に反して当該職員の職務の級を同一の給

料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。）及び降号（職員の

意に反して当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをい

う。以下同じ。）並びに法第２８条の２第１項に規定する降給（同項本文の規
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定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の

職務の級に分類されている職務を遂行することになった場合において、降格す

ることをいう。）とする。 

  （降給の事由） 

 第３条 職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の

級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいず

れかに該当する場合には、これを降格することができる。この場合において、

第４号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成

績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。 

  (1) 職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと

認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかか

わらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職

員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認め

られるとき。 

  (2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが

明らかな場合 

  (3) 前２号に規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務

を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基

づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の規則で定

める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されな

いとき。 

  (4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職

の数に不足が生じた場合 

 ２ 職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき、職員の勤務実績がよく

ないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂

行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の規則で定め

る措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない

ときは、これを降号することができる。 
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  附則に次の見出し及び２項を加える。 

  （降給の特例） 

 ６ 唐津市職員給与条例（平成１７年条例第５４号）附則第１１項の規定の適用

を受ける職員に対する第２条の規定の適用については、当分の間、同条中「と

する」とあるのは「並びに唐津市職員給与条例（平成１７年条例第５４号）附

則第１１項の規定による降給とする」とする。 

 ７ 第４条第２項の規定は、唐津市職員給与条例附則第１１項による降給の場合

には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、

規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動すること

になった旨の通知を行うものとする。 

 （公益的法人等への唐津市職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第２条 公益的法人等への唐津市職員の派遣等に関する条例（平成１７年条例第

３８号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第１号中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８

条の４第１項に規定する常時勤務を要する職を占める職員を除く。）」を削り、 

同項第３号中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６１号）」を加え、

同項第４号中「平成１７年条例第３５号」の次に「。以下「定年条例」とい

う。」を加え、同項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

  (5) 定年条例第９条第１項から第４項までの規定により異動期間（これらの規

定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

 （唐津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第３条 唐津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７年条例第４１号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条第３項中「第２８条の４第１項若しくは第２８条の５第１項又は同法第

２８条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に、「同法第２８

条の５第１項」を「同項」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時

間勤務職員」に改める。 

  第３条第１項ただし書及び第２項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「定
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年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第４条第２項本文中「規則の」を「規則で」に、「再任用短時間勤務職員」を

「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項ただし書中「、再任用短時間勤務

職員」を「及び定年前再任用短時間勤務職員」に、「規則の」を「規則で」に改

める。 

  第５条及び第９条の２第１項中「規則の」を「規則で」に改める。 

  第１１条第１項中「規則の」を「規則で」に、「代わる日（次項」を「代わる

日（同項」に改める。 

  第１３条第１項第１号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改める。 

  第１６条第１項及び第１７条中「規則の」を「規則で」に改める。 

  第１８条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改

める。 

 （唐津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第４条 唐津市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年条例第４２号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条第２号中「平成１７年条例第３５号」の次に「。以下「定年条例」とい

う。」を加え、同条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 定年条例第９条第１項から第４項までの規定により異動期間（これらの規

定により延長された期間を含む。第１０条第１項第３号において同じ。）を

延長された管理監督職を占める職員 

  第１０条第２号中「唐津市職員の定年等に関する条例」を「定年条例」に改め、

同条に次の１号を加える。 

  (3) 定年条例第９条第１項から第４項までの規定により異動期間を延長された

管理監督職を占める職員 

第１７条中「及び次条」を「、次条及び附則第４項」に、「給与条例の適用」

を「給与条例の規定の適用」に改め、同条の表第５条第３項の項中「第５条第３

項」の次に「、第５項及び第６項」を加え、「定める」を「決定する」に、「と
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する。」を「とする」に改め、同表第６条第１項の項を削り、同表第１７条第２

項第２号の項中欄中「短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改

め、同表第２１条第１項の項中「翌日午前５時」を「翌日の午前５時」に改め、

同表第２１条第４項の項を削り、同表第２１条第５項の項中「唐津市職員の育児

休業等に関する条例」の次に「（平成１７年条例第４２号）」を加え、「とす

る。」を「とする」に改める。 

  第１８条の次に次の２条を加える。 

  （育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をし、又はした職員についての  

準用） 

 第１８条の２ 第１７条及び第１７条の２の規定は、育児休業法第１７条の規定

による短時間勤務をしている職員について準用する。 

 ２ 前条の規定は、前項の短時間勤務をした職員について準用する。 

  （任期付短時間勤務職員についての給与条例の特例） 

 第１８条の３ 任期付短時間勤務職員についての給与条例の規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第５条第３項、

第５項及び第６

項 

決定する 決定するものとし、その者の給料月額

は、その者の受ける号給に応じた額に、

勤務時間条例第２条第２項の規定により

定められたその者の勤務時間を同条第１

項に規定する勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額とする 

第１７条第２項

第 ２ 号 及 び 第 

２１条第２項 

定年前再任用短

時間勤務職員 

地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第１１０号）第１８条第

１項の規定により採用された同項に規定

する短時間勤務職員（以下「任期付短時

間勤務職員」という。） 

第３１条 第５条第３項か 第１３条、第１４条及び第１６条 
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 ら第９項まで、

第１２条から第

１６条まで 

 

定年前再任用短 

時間勤務職員 

任期付短時間勤務職員 

  第２０条第２号中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に、「再

任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。 

  第２１条第１項中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職

員等」に改める。 

  附則に次の見出し及び２項を加える。 

  （給与条例附則第１１項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読

替え） 

 ４ 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第１１項の規定の適用については、

同項中「）とする」とあるのは、「）に、算出率を乗じて得た額とする」とす

る。 

 ５ 育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員が給与条例附則

第１１項の規定の適用を受ける場合における第１８条の２の規定の適用につい

ては、同条中「及び第１７条の２」とあるのは、「、第１７条の２及び附則第

４項」とする。 

 （技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第５条 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１７年条例第５５

号）の一部を次のように改正する。 

  第１６条の見出し中「再任用職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に

改め、同条中「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、

第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用さ

れた職員」を「定年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２２条の４第１項の規定により採用された職員をいう。）」に改め

る。 
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 （唐津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第６条 唐津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１７年条例第

２６５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

  第１８条中「地方公営企業等の労働関係に関する法律」の次に「（昭和２７年

法律第２８９号）」を加える。 

  第２０条の見出し中「再任用職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に

改め、同条中「地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第 

２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員（地方公務員法第２２条の４第１項の規定により採用された職

員をいう。）」に改める。 

 （唐津市条例の廃止に関する条例の一部改正） 

第７条 唐津市条例の廃止に関する条例（平成１７年条例第３５２号）の一部を次

のように改正する。 

  本則に次の１号を加える。 

 (149) 唐津市職員の再任用に関する条例（平成１７年条例第３６号） 

 （唐津市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第８条 唐津市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年条例第 

３５５号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

 （唐津市職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例の一部改正） 

第９条 唐津市職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例（平成２５年条例

第５号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２号中「第２８条の２第１項」を「第２８条の６第１項」に、「第

２８条の３第１項」を「第２８条の７第１項」に改める。 

 （唐津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第１０条 唐津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成 

２６年条例第２号）の一部を次のように改正する。 
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  第９条を次のように改める。 

 第９条 第４条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員（以下「任

期付短時間勤務職員」という。）に対する給与条例第５条第３項、第５項及び

第６項、第１７条、第２１条並びに第３１条の規定の適用については、給与条

例第５条第３項、第５項及び第６項中「決定する」とあるのは「決定するもの

とし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例

第２条第４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定す

る勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」と、給与条例第１７条第２

項第２号及び第２１条第２項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは

「任期付短時間勤務職員」と、給与条例第３１条中「第５条第３項から第９項

まで、第１２条から第１６条まで」とあるのは「第１２条から第１６条まで」

と、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と

する。 

  第１１条及び第１２条中「地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条の５第

１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員」を

「定年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法第２２条の４第１項の規定により

採用された職員をいう。）」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （唐津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 暫定再任用短時間勤務職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法

律第６３号）附則第６条第１項又は第２項の規定により採用された職員をいう。

以下同じ。）については、定年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項の規定により採用された職員をいう。

以下同じ。）とみなして、第３条の規定による改正後の唐津市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の規定を適用する。 

 （唐津市育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 
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３ 地方公務員の育児休業等に関する法律（令和３年法律第１１０号。次項におい

て「育児休業法」という。）第１０条第１項に規定する育児短時間勤務をしてい

る暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律附則第４条第１項又は第

２項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。）に対する唐津市職員給与

条例の一部を改正する条例（令和４年条例第  号）附則第３項の規定の適用に

ついては、同項中「とする」とあるのは、「に、唐津市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例（平成１７年条例第４１号）第２条第３項の規定により定められた

当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数

を乗じて得た額とする」とする。 

４ 前項の規定は、育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている暫定再

任用職員について準用する。 

 （技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員については、定年前再任用短時

間勤務職員とみなして、第５条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類

及び基準に関する条例第１６条の規定を適用する。 

 （唐津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

６ 暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員については、定年前再任用短時

間勤務職員とみなして、第６条の規定による改正後の唐津市企業職員の給与の種

類及び基準に関する条例第２０条の規定を適用する。 
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議案第１１２号 

   唐津市公共施設整備基金条例の一部を改正する条例制定について 

 唐津市公共施設整備基金条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するもの

とする。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  唐津市公共施設整備基金の充当対象の見直しに伴い改正するものであ

る。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市公共施設整備基金条例の一部を改正する条例 

 唐津市公共施設整備基金条例（平成１７年条例第９５号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条中「の整備」の次に「（除却を含む。）」を加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１１３号 

   唐津市立学校体育施設の開放に関する条例制定について 

 唐津市立学校体育施設の開放に関する条例を別紙のように制定するものとする。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  唐津市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関し利用の適正化を図

るため制定するものである。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市立学校体育施設の開放に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、唐津市における地域住民のスポーツ活動の場として唐津市立

小学校及び中学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で市民等の利用に供す

ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （開放する学校及び施設） 

第２条 体育施設を開放する唐津市立小学校及び中学校（以下「開放学校」とい

う。）は、唐津市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が別に定める。 

２ 開放する体育施設（以下「開放施設」という。）は、屋内運動場、剣道場、屋

外運動場及びテニスコートとする。 

 （利用の範囲） 

第３条 開放施設を利用することができるものは、次の各号のいずれかに該当する

ものとする。 

 (1) 市内に在住し、通勤し、又は通学する者が構成する１０人以上の団体で監督

者としての成人を含むもの 

 (2) 開放学校の校区内に在住する者 

 （利用の許可） 

第４条 開放施設を利用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければな

らない。 

 （利用の制限） 

第５条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。 

 (1) 公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するとき。 

 (2) 営利を目的とするとき。 

 (3) 開放施設又はその設備を損傷するおそれがあるとき。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。 

 （利用権の譲渡等の禁止） 

第６条 開放施設の利用について許可を受けたもの（以下「利用者」という。）は、
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利用する権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。 

 （利用許可の取消し等） 

第７条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変

更し、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。 

 (1) 利用者がこの条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないと

き。 

 (2) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。 

 (3) 第５条各号のいずれかに該当するとき。 

２ 前項の措置によって利用者が受ける損害については、市は、その責めを負わな

い。 

 （使用料） 

第８条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長

が特別な理由があると認める場合は、後納することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、中学生以下の者で構成する団体が利用する場合の使

用料は、無料とする。 

 （使用料の不還付） 

第９条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認

めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 （原状回復義務） 

第１０条 利用者は、その利用を終えたとき、又は第７条第１項の規定により利用

の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施

設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。 

 （損害賠償） 

第１１条 利用者は、開放施設又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、その

損害を賠償しなければならない。 

 （委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教

育委員会規則で定める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例の規定による開放施設の利用許可その他その利用許可に必要な準備行

為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

別表（第８条関係） 

区分 金額（１時間当たり） 

屋内運動場 ２面 ４００円 

１面 ２００円 

剣道場 全面 １００円 

屋外運動場 無料 

テニスコート 無料 
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議案第１１４号 

唐津市民交流プラザ条例の一部を改正する条例制定について 

唐津市民交流プラザ条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとす

る。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  唐津市民交流プラザの使用料の見直しに伴い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市民交流プラザ条例の一部を改正する条例 

 唐津市民交流プラザ条例（平成２３年条例第２６号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表を次のように改める。 

別表（第６条、第１４条関係） 

区分 単位 金額 

多目的ホール（料金を徴収しない場合） １時間当たり １，８７０円 

多目的ホール（料金を徴収する場合） １時間当たり ３，７６０円 

第１会議室 １時間当たり ９３０円 

第２会議室 １時間当たり ９３０円 

小会議室１ １時間当たり ４６０円 

小会議室２ １時間当たり ３１０円 

交流活動室 ― 無料 

ロッカー １月当たり ５２０円 

 備考 

  １ 利用時間には、準備及び利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むも

のとする。 

  ２ 利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間に切り上げ

る。 

  ３ ロッカーの利用期間に１月に満たない端数があるときは、これを１月に切

り上げる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」
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という。）以後の利用に係る使用料について適用する。ただし、この条例の公布

の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料については、なお従前の例

による。 
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議案第１１５号 

   唐津市厳木温泉佐用姫の湯条例の一部を改正する条例制定について 

 唐津市厳木温泉佐用姫の湯条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するも

のとする。 

  令和４年１２月１日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  唐津市厳木温泉佐用姫の湯の使用料の見直しに伴い改正するものであ

る。 
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唐津市条例第  号 

唐津市厳木温泉佐用姫の湯条例の一部を改正する条例 

唐津市厳木温泉佐用姫の湯条例（平成１７年条例第２３４号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第７条、第１４条関係） 

１ 入館料（入湯料を含む。） 

区分 金額（１人当たり） 

午前９時から午後５時まで 午後５時から午後９時まで 

大人（中学生以上） ６１０円 ４６０円 

小人（４歳以上） ３００円 ２３０円 

備考 回数券を発行する場合は、１２回分の額につき２回分の額を割り引くもの

とする。 

２ 家族湯使用料 

区分 金額（１室につき１時間当たり） 

家族湯 １，５６０円 

備考 利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間に切り上げ

る。 

３ 会議室使用料 

区分 金額（１室につき１時間当たり） 

セミナー室 １，５６０円 

備考 利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間に切り上げ

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」 

という。）以後の利用に係る使用料について適用する。ただし、この条例の公布

の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料については、なお従前の例

による。 

３ 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の別表の規定により発行した

回数券については、この条例による改正後の別表の規定により発行した回数券と

みなす。 
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議案第１１６号 

唐津市肥前文化会館条例の一部を改正する条例制定について 

唐津市肥前文化会館条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとす

る。 

令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  唐津市肥前文化会館の使用料の見直しに伴い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市肥前文化会館条例の一部を改正する条例 

 唐津市肥前文化会館条例（平成１７年条例第３０２号）の一部を次のように改正

する。 

別表を次のように改める。 

別表（第６条、第１４条関係） 

 １ 施設使用料 

区分 金額（１時間当たり） 

ホール ７，８４０円 

舞台のみ １，５６０円 

リハーサル室 １，１７０円 

楽屋１ ７８０円 

楽屋２ ７８０円 

控室 ７８０円 

 備考 

  １ 市民以外の者が利用する場合の使用料は、各区分に応じた金額の２倍の額

とする。 

２ 入場料その他これに類するものを徴収する場合の使用料は、各区分に応じ

た金額の２倍の額とする。ただし、市民以外の者が利用する場合の使用料は、

各区分に応じた金額の３倍の額とする。 

 ３ ホール又は舞台のみの区分において冷暖房を利用するときは、別に１時間

当たり２，７２０円を徴収する。 

２ 附属施設備品使用料 

区分 金額（１回当たり） 

照明施設（全施設） ５２，３８０円 

照明施設（全施設の２分の１） ２６，１９０円 

照明施設（基本のみ） １０，４７０円 
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ピアノ ２，０９０円 

 備考 

１ １回当たりとは、１ステージとし、４時間以内とする。ただし、４時間を

超えた場合は、１時間増すごとに各区分に応じた金額の４分の１の額を加算

した額とする。 

  ２ 追加を要する照明、音響技術料等は、別途利用者が負担するものとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の利用に係る使用料について適用する。ただし、この条例の公布

の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料については、なお従前の例

による。 
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議案第１１７号 

唐津市相知交流文化センター条例の一部を改正する条例制定について 

唐津市相知交流文化センター条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する

ものとする。 

令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎 

 

 

提案理由  唐津市相知交流文化センターの使用料の見直しに伴い改正するもので

ある。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市相知交流文化センター条例の一部を改正する条例 

唐津市相知交流文化センター条例（平成１７年条例第３０４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第７条第２項中「各種楽器、備品及び附属施設並びに設備」を「グランドピア

ノ」に改める。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第７条、第１５条関係） 

１ 生涯学習センター使用料 

区分 金額（１時間当たり） 

会議室（１） ６００円 

会議室（２） ６００円 

会議室（３） ６００円 

調理実習室 ６００円 

和室（１） ４００円 

和室（２） ６００円 

研修室（Ａ） １，２００円 

研修室（Ｂ） ２，４００円 

研修室（全室利用） ３，６６０円 

エントランス ４５０円 

 ２ 文化ホール使用料 

区分 金額（１時間当たり） 

リハーサル室 ６００円 

控室（１） ４００円 

控室（２） ４００円 

舞台のみ １，８６０円 

ホール ７，２７０円 
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ホワイエ ３００円 

３ 附属設備・備品等使用料 

区分 金額（１時間当たり） 

ステージ照明設備 １０，４６０円 

ステージ音響設備 ３００円 

ホール音響設備 １，２４０円 

 備考（別表第１共通） 

１ 利用時間には、準備及び利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むも

のとする。 

２ 一般供用施設の利用者が、当該利用許可に係る入館者から、入場料その他

これに類するものを徴収する場合の使用料は、各区分に応じた金額の２倍の

額とする。 

３ 照明、音響等に係る専門的な技術料等は、別途利用者が負担するものとす

る。 

４ ホール又は舞台のみの区分において冷暖房を利用するときは、別に１時間

当たり２，０８０円を徴収する。 

別表第２（第７条、第１５条関係） 

区分 金額（１回当たり） 

グランドピアノ ３，８７０円 

 備考 グランドピアノの調律費は、金額に含まないものとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の唐津市相知交流文化センター条例の規定は、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係る使用料について適用す

る。ただし、この条例の公布の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る使用

料については、なお従前の例による。 
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議案第１１８号 

唐津市鳴神温泉ななのゆ条例の一部を改正する条例制定について 

唐津市鳴神温泉ななのゆ条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するもの

とする。 

令和４年１２月１日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  唐津市鳴神温泉ななのゆの使用料の見直しに伴い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市鳴神温泉ななのゆ条例の一部を改正する条例 

 唐津市鳴神温泉ななのゆ条例（平成１８年条例第８号）の一部を次のように改正

する。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第５条、第１２条関係） 

  入湯料（入湯税を含む。） 

区分 金額（１人当たり） 

午前１０時から午後５時

まで 

午後５時から午後９時ま

で 

大人（中学生以上） ７８０円 ６１０円 

小人（４歳以上） ３９０円 ３００円 

備考 回数券を発行する場合は、１２回分の額につき２回分の額を割り引くもの

とする。 

別表第２（第５条、第１２条関係） 

１ 家族風呂使用料 

区分 金額（１室につき１時間当たり） 

家族風呂 １，５６０円 

２ 会議室使用料 

区分 金額（１室につき１時間当たり） 

中小広間 １，１７０円 

備考（別表第２共通） 利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを

１時間に切り上げる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ この条例による改正後の別表第１及び別表第２の規定は、この条例の施行の日

（以下「施行日」という。）以後の利用に係る使用料について適用する。ただし、

この条例の公布の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料については、

なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の別表第１の規定により発行

した回数券については、この条例による改正後の別表第１の規定により発行した

回数券とみなす。 
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議案第１１９号 

   唐津市ひれふりランド条例の一部を改正する条例制定について 

唐津市ひれふりランド条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものと

する。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  唐津市ひれふりランドの使用料の見直し等に伴い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市ひれふりランド条例の一部を改正する条例 

 唐津市ひれふりランド条例（平成１７年条例第１１４号）の一部を次のように改

正する。 

 第３条第１号中「、入浴、給食等の福祉サービス、機能回復訓練」を削る。 

 第８条中「別表第１及び別表第２」を「別表」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 利用時間を延長した場合は、当該利用時間に係る使用料について、利用後直ち

に納入しなければならない。 

 第１５条第３項中「別表第１及び別表第２」を「別表」に改める。 

 別表第１及び別表第２を削り、附則の次に次の別表を加える。 

別表（第８条、第１５条関係） 

区分 金額（１室につき１時間当たり） 

唐津市内居住者 唐津市外居住者 

研修室等（研修室、栄養指導室、調理

実習室、憩いの部屋及び和室） 

２１０円 ４２０円 

和研修室 ４４０円 ８８０円 

 備考 

  １ 利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間に切り上げ

る。 

  ２ 営利を目的として利用する場合及び入場料金を徴収する場合は、１０割相

当額を加算する。 

  ３ カラオケ設備を利用するときは、別に１時間当たり１，１００円を徴収す

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ この条例による改正後の唐津市ひれふりランド条例の規定は、この条例の施行

の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係る使用料について適用する。た

だし、この条例の公布の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料につ

いては、なお従前の例による。 
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議案第１２０号 

   唐津市浜玉町世代間交流センター条例の一部を改正する条例制定につ 

いて 

唐津市浜玉町世代間交流センター条例の一部を改正する条例を別紙のように制定

するものとする。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  唐津市浜玉町世代間交流センターの使用料の見直しに伴い改正するも

のである。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市浜玉町世代間交流センター条例の一部を改正する条例 

 唐津市浜玉町世代間交流センター条例（平成１７年条例第１１５号）の一部を次

のように改正する。 

 第７条第２項中「なお、超過料金については」を「ただし、利用時間を延長した

場合は、当該利用時間に係る使用料について」に改める。 

 別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第７条、第１３条関係） 

  浴室使用料 

区分 金額（１人当たり） 

唐津市内居住者 唐津市外居住者 

午前１０時

から午後５

時まで 

午後５時か

ら午後９時

まで 

午前１０時

から午後５

時まで 

午後５時か

ら午後９時

まで 

大人（中学生以上） ６００円 ４５０円 ７００円 ５２０円 

小人（４歳以上） ３００円 ２２０円 ３５０円 ２６０円 

 備考 回数券を発行する場合は、１２回分の額につき２回分の額を割り引くもの

とする。 

別表第２（第７条、第１３条関係） 

  研修室使用料 

区分 金額（１室につき１時間当たり） 

唐津市内居住者 ５２０円 

唐津市外居住者 １，０４０円 

 備考 利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間に切り上げ

る。 

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の唐津市浜玉町世代間交流センター条例の規定は、この

条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係る使用料について適

用する。ただし、この条例の公布の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る

使用料については、なお従前の例による。 
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議案第１２１号 

   唐津市肥前町福祉センター条例の一部を改正する条例制定について 

唐津市肥前町福祉センター条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するも

のとする。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  唐津市肥前町福祉センターの使用料の見直しに伴い改正するものであ

る。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市肥前町福祉センター条例の一部を改正する条例 

 唐津市肥前町福祉センター条例（平成１７年条例第１１７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第５条中「同表に定める納期までに納付」を「前納」に改め、同条ただし書中

「ではない」を「でない」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 娯楽室の利用時間を延長した場合は、当該利用時間に係る使用料について、利

用後直ちに納入しなければならない。 

 別表を次のように改める。 

別表（第５条、第１１条関係） 

 １ 浴室使用料 

区分 金額（１人当たり） 

唐津市内居住者 唐津市外居住者 

午前１０時

から午後５

時まで 

午後５時か

ら午後８時

まで 

午前１０時

から午後５

時まで 

午後５時か

ら午後８時

まで 

大人（中学生以上） ５００円 ３７０円 ６００円 ４５０円 

小人（４歳以上） ２５０円 １８０円 ３００円 ２２０円 

 備考 回数券を発行する場合は、１２回分の額につき２回分の額を割り引くもの

とする。 

 ２ 娯楽室使用料 

区分 金額（１室につき１時間当たり） 

唐津市内居住者 唐津市外居住者 

２号室及び３号室 １，２３０円 ２，４６０円 

４号室 ９５０円 １，９００円 

５号室 ２，３９０円 ４，７８０円 

 備考 利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間に切り上げ
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る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の唐津市肥前町福祉センター条例（以下「新条例」とい

う。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に

係る使用料について適用する。ただし、この条例の公布の日前に許可を受けた施

行日以後の利用に係る使用料については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の唐津市肥前町福祉センター

条例別表の規定により発行した回数券については、新条例別表の規定により発行

した回数券とみなす。 
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議案第１２２号 

   唐津市高齢者ふれあい会館条例の一部を改正する条例制定について 

唐津市高齢者ふれあい会館条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するも

のとする。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  唐津市高齢者ふれあい会館の使用料の見直しに伴い改正するものであ

る。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市高齢者ふれあい会館条例の一部を改正する条例 

 唐津市高齢者ふれあい会館条例（平成１７年条例第１４１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条中「別表第１」を「別表」に改める。 

第７条から第９条までを削り、第１０条を第７条とし、第１１条を第８条とし、 

第１２条を第９条とする。 

 第１３条第２項中「第１３条第１項」を「第１０条第１項」に改め、同条を第

１０条とする。 

 第１４条を第１１条とし、第１５条を第１２条とする。 

 第１６条第３項中「別表第１から別表第３まで並びに第７条及び第８条」を「別

表」に改め、同条第４項中「第１０条及び第１１条」を「第７条及び第８

条」に、「第１３条第１項」を「第１０条第１項」に、「第１６条第１項」を「第

１３条第１項」に改め、同条を第１３条とする。 

第１７条を第１４条とする。 

 別表第１から別表第３までを削り、附則の次に次の別表を加える。 

別表（第６条、第１３条関係） 

区分 単位 金額 

ホール １時間当たり １，９６０円 

研修室１ １時間当たり １，３５０円 

研修室２ １時間当たり ６６０円 

研修室３ １時間当たり ８５０円 

浴場 １人１回当たり ２１０円 

 備考 

  １ 利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間に切り上げ

る。 

２ 営利を目的として利用する場合及び入場料金を徴収する場合は、１０割相

当額を加算する。 
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３ ホールにおいて冷暖房を利用するときは、別に１時間当たり１，０９０円

を徴収する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の唐津市高齢者ふれあい会館条例の規定は、この条例の

施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係る使用料について適用する。 

ただし、この条例の公布の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料に

ついては、なお従前の例による。 
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議案第１２３号 

   唐津市七山鳴神の丘ふれあい館条例の一部を改正する条例制定について 

唐津市七山鳴神の丘ふれあい館条例の一部を改正する条例を別紙のように制定す

るものとする。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  唐津市七山鳴神の丘ふれあい館の使用料の見直しに伴い改正するもの

である。 
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唐津市条例第  号 

唐津市七山鳴神の丘ふれあい館条例の一部を改正する条例 

 唐津市七山鳴神の丘ふれあい館条例（平成１８年条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第７条を削り、第８条を第７条とし、第９条から第１１条までを１条ずつ繰り上

げる。 

 別表を次のように改める。 

別表（第６条関係） 

区分 単位 金額 

研修室１（和室） １時間当たり ４２０円 

研修室２（和室） １時間当たり ２５０円 

研修室（洋室） １時間当たり ５４０円 

創作室 １時間当たり ２８０円 

温泉施設 １人１回当たり ３１０円 

シャワー室 １人１回当たり １００円 

 備考  

１ 利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間に切り上げ

る。 

２ 営利を目的として利用する場合及び入場料金を徴収する場合は、１０割相

当額を加算する。 

３ 陶芸用ガス窯を利用するときは、別に１回当たり３，１４０円を徴収する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の唐津市七山鳴神の丘ふれあい館条例の規定は、この条

例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係る使用料について適用

する。ただし、この条例の公布の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る使
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用料については、なお従前の例による。 

－ 81 －



議案第１２４号 

唐津市肥前農産物加工施設条例の一部を改正する条例制定について 

唐津市肥前農産物加工施設条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するも

のとする。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  唐津市肥前農産物加工施設の使用料の見直しに伴い改正するものであ

る。 
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唐津市条例第  号 

唐津市肥前農産物加工施設条例の一部を改正する条例 

 唐津市肥前農産物加工施設条例（平成１７年条例第２０２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表を次のように改める。 

別表（第６条関係） 

区分 金額（１日当たり） 

味噌加工室 １，１００円 

味噌貯蔵庫 １１０円 

漬物加工室 ８２０円 

そば加工室 １，６５０円 

菓子加工室 ２，４７０円 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の利用に係る使用料について適用する。ただし、この条例の公布

の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料については、なお従前の例

による。 
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議案第１２５号 

   唐津市呼子交流促進施設条例の一部を改正する条例制定について 

 唐津市呼子交流促進施設条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するもの

とする。 

令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  唐津市呼子交流促進施設の使用料の見直しに伴い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市呼子交流促進施設条例の一部を改正する条例 

 唐津市呼子交流促進施設条例（平成１７年条例第１２１号）の一部を次のように

改正する。 

 別表の１の表中「料金（１人１泊につき）」を「金額（１泊につき１人当た

り）」に改める。 

 別表の２の表中「料金（１人につき）」を「金額（１人当たり）」に改める。 

 別表の３の表中「料金（１日当たり）」を「金額（１時間当たり）」に、

「４，４００円」を「７４０円」に、「２，２００円」を「３７０円」に改め、同

表に備考として次のように加える。 

 備考 利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間に切り上げ

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の利用に係る使用料について適用する。ただし、この条例の公布

の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料については、なお従前の例

による。 
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議案第１２６号 

   唐津市浜玉農山村改善センター条例の一部を改正する条例制定について 

 唐津市浜玉農山村改善センター条例の一部を改正する条例を別紙のように制定す

るものとする。 

令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  唐津市浜玉農山村改善センターの使用料の見直しに伴い改正するもの

である。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市浜玉農山村改善センター条例の一部を改正する条例 

 唐津市浜玉農山村改善センター条例（平成１７年条例第１９９号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表を次のように改める。 

別表（第４条関係） 

区分 金額（１室につき１時間当たり） 

研修室及び会議室（１００平方メートル

未満） 

１２０円 

研修室及び会議室（１００平方メートル

以上） 

３７０円 

多目的ホール ９５０円 

備考 利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間に切り上げ

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の利用に係る使用料について適用する。ただし、この条例の公布

の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料については、なお従前の例

による 
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議案第１２７号 

   唐津市農漁民センター条例の一部を改正する条例制定について 

 唐津市農漁民センター条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものと

する。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  唐津市農漁民センターの使用料の見直しに伴い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市農漁民センター条例の一部を改正する条例 

 唐津市農漁民センター条例（平成１７年条例第３０８号）の一部を次のように改

正する。 

 別表を次のように改める。 

別表（第７条、第１５条関係） 

区分 金額（１室につき１時間当たり） 

唐津市内居住者 唐津市外居住者 

集会室（１００平方メートル未満） ８４０円 １，４００円 

集会室（１００平方メートル以上） １，６５０円 ２，７４０円 

料理研修室 ８２０円 １，３７０円 

備考 利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間に切り上げ

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の利用に係る使用料について適用する。ただし、この条例の公布

の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料については、なお従前の例

による。 
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議案第１２８号 

   唐津市呼子台場都市漁村交流施設条例の一部を改正する条例制定につ 

いて 

 唐津市呼子台場都市漁村交流施設条例の一部を改正する条例を別紙のように制定

するものとする。 

令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  唐津市呼子台場都市漁村交流施設の使用料の見直しに伴い改正するも

のである。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市呼子台場都市漁村交流施設条例の一部を改正する条例 

 唐津市呼子台場都市漁村交流施設条例（平成２４年条例第１１号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表を次のように改める。 

別表（第６条、第１４条関係） 

 １ 特産品等展示販売館 

区分 金額（１月当たり） 

展示室 無料 

販売室 ７３，２２０円 

 ２ 交流館 

  (1) 交流室及び調理体験室使用料 

区分 金額（１室につき１時間当たり） 

唐津市内居住者 唐津市外居住者 

交流室 ３９０円 ７８０円 

調理体験室 ５４０円 １，０８０円 

備考 

  １ 利用時間には、準備及び利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むも

のとする。 

  ２ 利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間に切り上げ

る。 

  (2) 温浴室使用料（入湯税を含む。） 

区分 金額（１人当たり） 

唐津市内居住者 唐津市外居住者 

午前１０時

から午後５

時まで 

午後５時か

ら午後８時

まで 

午前１０時

から午後５

時まで 

午後５時か

ら午後８時

まで 
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大人（中学生以上） ６００円 ４５０円 ７００円 ５２０円 

小人（４歳以上） ３００円 ２２０円 ３５０円 ２６０円 

 備考 回数券を発行する場合は、１２回分の額につき２回分の額を割り引くもの

とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の利用に係る使用料について適用する。ただし、この条例の公布

の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料については、なお従前の例

による。 

－ 92 －



議案第１２９号 

   唐津市水産会館条例の一部を改正する条例制定について 

 唐津市水産会館条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。 

令和４年１２月１日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  唐津市水産会館の使用料の見直しに伴い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市水産会館条例の一部を改正する条例 

 唐津市水産会館条例（平成２４年条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。 

別表（第６条、第１４条関係） 

区分 金額（１時間当たり） 

唐津市内居住者 唐津市外居住者 

多目的ホール １，５６０円 ３，１２０円 

研修室 ２５０円 ５００円 

備考 

  １ 利用時間には、準備及び利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むも

のとする。 

  ２ 利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間に切り上げ

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の利用に係る使用料について適用する。ただし、この条例の公布

の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料については、なお従前の例

による。 
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議案第１３０号 

   唐津市都市公園条例の一部を改正する条例制定について 

 唐津市都市公園条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。 

  令和４年１２月１日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  有料公園施設の使用料の見直しに伴い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市都市公園条例の一部を改正する条例 

唐津市都市公園条例（平成１７年条例第２４４号）の一部を次のように改正する。 

別表第４を次のように改める。 

別表第４（第１２条、第３１条関係） 

１ 松浦河畔公園 

 (1) 庭球場使用料 

ア 専用利用 

区分 金額（１面につき１時間当たり） 

一般 ５４０円 

生徒・児童 ２７０円 

   イ 個人利用 

区分 金額（１時間当たり） 

一般 ２２０円 

生徒・児童 １１０円 

   ウ 壁打ちコート個人利用 

区分 金額（１時間当たり） 

壁打ちコート １１０円 

   エ 夜間照明施設利用 

区分 金額（１面につき３０分当たり） 

庭球場夜間照明施設  １５０円 

  (2) 洋弓場使用料 

   ア 専用利用 

区分 金額（１時間当たり） 

一般 ７９０円 

生徒・児童 ３９０円 

   イ 個人利用 
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区分 金額（１時間当たり） 

一般 １１０円 

生徒・児童 ５０円 

  (3) 野球場使用料 

区分 金額（１時間当たり） 

一般 ９３０円 

生徒・児童 ４６０円 

  (4) ラグビー・サッカー場使用料 

   ア 専用利用 

区分 金額（１時間当たり） 

一般  全面 ３，１１０円 

半面 １，５５０円 

１／４面 ７７０円 

生徒・児童 全面 １，５５０円 

半面 ７７０円 

１／４面 ３８０円 

   イ 夜間照明施設利用 

区分 金額（３０分当たり） 

全灯 １，５７０円 

半灯 １，０５０円 

  (5) 屋外ステージ使用料 

区分 単位 金額 

入場料等を徴収しない場合 午前９時から午後５時まで ５２０円 

午後５時から午後８時まで ５２０円 

入場料等を徴収する場合 １日当たり １０，５８０円 

備考 電気料については、実費相当額を徴収する。 

２ 体育の森公園 
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  (1) 文化体育館使用料 

   ア 競技場専用利用 

区分 金額（１時間当たり） 

一般 全面 １，５９０円 

半面 ７９０円 

生徒・児童 全面 ７９０円 

半面 ３９０円 

 備考 競技場の照明の電気料については、５００ルックスを超える場合に限り、

超過分の実費相当額を徴収する。 

   イ 柔道場、剣道場及び弓道場専用利用 

区分 金額（１時間当たり） 

一般 ７９０円 

生徒・児童 ３９０円 

   ウ 競技場、柔道場、剣道場、弓道場及びトレーニング室個人利用 

区分 金額（１時間当たり） 

一般 １１０円 

生徒・児童 ５０円 

   エ 文化ホール 

区分 金額（１時間当たり） 

文化ホール（控室付き） ２，５２０円 

文化ホール（舞台のみ） ７５０円 

   オ 会議室 

区分 金額（１室につき１時間当たり） 

会議室（図書室・資料室） ６１０円 

カ 冷暖房利用 

区分 金額（１時間当たり） 

文化ホール  １，２８０円 
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競技場 １５，９９０円 

  (2) 体育の森公園相撲場使用料（文化体育館相撲場を含む。） 

   ア 専用利用 

区分 金額（１時間当たり） 

一般   ７９０円 

生徒・児童 ３９０円 

   イ 個人利用 

区分 金額（１時間当たり） 

一般   １１０円 

生徒・児童 ５０円 

３ 舞鶴海浜公園 

  舞鶴公園エレベーター使用料 

区分 金額（片道１人当たり） 

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）の

規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で

障害の級が４級以上のもの、知的障害者で療育手帳

の交付を受けているもの及び精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ている者 

無料 

未就学児及び７０歳以上の者 無料 

一般  １００円 

小・中学生 ５０円 

 備考（別表第４共通） 

  １ 利用時間には、準備及び利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むも

のとする。 

  ２ 利用時間に端数が生じたときは、その端数の時間は、次により処理する。 
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   (1) １時間当たりで規定するもので１時間に満たないとき １時間 

   (2) ３０分当たりで規定するもので３０分に満たないとき ３０分 

３ 個人利用の場合は、次に掲げる回数券を利用できるものとする（夜間照明

施設利用を除く。）。 

   (1) １１０円券の１２枚つづり １，１００円 

   (2) ５０円券の１２枚つづり ５００円 

４ 一般とは、１５歳以上の者で中学生及び高校生以外のものをいう。ただし、

舞鶴公園エレベーター使用料においては、１５歳以上７０歳未満の者で小・

中学生以外のものをいう。 

  ５ 市民以外の個人又は団体が利用する場合の使用料（屋外ステージ使用料及

び舞鶴公園エレベーター使用料を除く。）は、各区分に応じた金額の２倍の

額とする。 

６ 物品の売買又は宣伝を目的として利用する場合の使用料（屋外ステージ使

用料及び舞鶴公園エレベーター使用料を除く。）は、各区分（文化ホールを

利用する場合にあっては、文化ホール（控室付き）の区分とする。）に応じ

た金額の５倍の額とする。この場合において、前項及び次項の規定は、適用

しない。 

７ 入場料を徴収する場合の使用料（屋外ステージ使用料及び舞鶴公園エレベ

ーター使用料を除く。）は、各区分（文化ホールを利用する場合にあっては、

文化ホール（控室付き）の区分とする。）に応じた金額の５倍の額とする。

この場合において、第５項及び前項の規定は、適用しない。 

８ 設備器具の使用料の額は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第４の規定は、この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）以後の利用に係る使用料について適用する。ただし、この条例の
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公布の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料については、なお従前

の例による。 

３ 施行日前に発行したこの条例による改正前の別表第４に規定する回数券は、施

行日以後においても、なお利用することができる。 
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議案第１３１号 

   唐津市体育施設条例の一部を改正する条例制定について 

 唐津市体育施設条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。 

  令和４年１２月１日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  体育施設の使用料の見直しに伴い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市体育施設条例の一部を改正する条例 

唐津市体育施設条例（平成１７年条例第３２６号）の一部を次のように改正する。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第８条、第１５条関係） 

 １ 野球場使用料 

  (1) 野球場 

区分 金額（１時間当たり） 

唐津市野球場 一般 １，３８０円 

生徒・児童 ６９０円 

唐津市山本野球場 

唐津市神田野球場 

一般 ６１０円 

生徒・児童 ３００円 

  (2) 夜間照明施設利用 

区分 金額（３０分当たり） 

唐津市野球場 ２，２５０円 

  (3) 唐津市野球場附属設備利用 

区分 金額（１時間当たり） 

スコアボード ２００円 

 ２ 陸上競技場使用料 

  (1) 専用利用 

区分 金額（１時間当たり） 

一般 １，６５０円 

生徒・児童 ８２０円 

  (2) 個人利用 

区分 金額（１時間当たり） 

一般 １１０円 

生徒・児童 ５０円 
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  (3) 夜間照明施設利用 

区分 金額（３０分当たり） 

唐津市陸上競技場 ４１０円 

 ３ 運動広場及び運動場使用料 

  (1) 専用利用 

   ア 唐津市浄水センター運動広場 

区分 金額（１面につき１時間当たり） 

一般 ４６０円 

生徒・児童 ２３０円 

   イ 唐津市浜玉ひれふりの里グラウンド、唐津市厳木スポーツ広場、唐津市 

    肥前総合運動場多目的運動場、唐津市呼子スポーツセンター運動場及び唐

津市七山鳴神の丘運動公園グラウンド 

区分 金額（１時間当たり） 

一般 

 

全面 ４６０円 

半面 ２３０円 

生徒・児童 全面 ２３０円 

半面 １１０円 

   ウ 唐津市相知天徳の丘運動公園多目的運動広場及び唐津市鎮西スポーツセ

ンター総合運動場 

区分 金額（１時間当たり） 

一般 

 

全面 ９３０円 

１面 ２３０円 

生徒・児童 全面 ４６０円 

１面 １１０円 

エ 唐津市北波多運動広場 

区分 金額（１時間当たり） 

一般 ４６０円 
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生徒・児童 ２３０円 

(2) 個人利用 

区分 金額（１時間当たり） 

一般 １１０円 

生徒・児童 ５０円 

 備考 唐津市浄水センター運動広場は、当該利用を除く。 

  (3) 夜間照明施設利用 

区分 金額（３０分当たり） 

唐津市浜玉ひれふりの里

グラウンド 

半面 ６２０円 

全面 １，２００円 

唐津市厳木スポーツ広場 野球 １，０４０円 

ソフトボール ６２０円 

サッカー ６２０円 

全面Ａ １，１７０円 

全面Ｂ（Ａの１／３） ４２０円 

唐津市相知天徳の丘運動

公園多目的運動広場 

ソフトボールＡ ６２０円 

ソフトボールＢ ８３０円 

野球Ａ １，０４０円 

野球Ｂ １，１７０円 

全面 ３，６６０円 

唐津市北波多運動広場 全面 ９３０円 

唐津市肥前総合運動場多

目的運動場 

半面 １，３８０円 

全面 ２，３００円 

唐津市鎮西スポーツセン

ター総合運動場 

 

ソフトボール１面 ８３０円 

野球 １，７４０円 

サッカーＡ ２，１００円 
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サッカーＢ １，３８０円 

陸上競技 １，６００円 

全面 ３，５１０円 

唐津市呼子スポーツセン

ター運動場 

半面 １，０４０円 

全面 １，７４０円 

唐津市七山鳴神の丘運動

公園グラウンド 

ソフトボールＡ ８３０円 

ソフトボールＢ（Ａの

２／３） 

６２０円 

野球Ａ １，６００円 

野球Ｂ（Ａの２／３） １，０４０円 

全面Ａ ２，３００円 

全面Ｂ（Ａの２／３） １，６００円 

 ４ 体育館使用料 

  (1) 専用利用 

   ア 唐津市文化体育館分館 

区分 金額（１時間当たり） 

一般 ９３０円 

生徒・児童 ４６０円 

   イ 唐津市浜玉社会体育館 

区分 金額（１時間当たり） 

一般 ４３０円 

生徒・児童 ２１０円 

   ウ 唐津市相知天徳の丘運動公園社会体育館、唐津市北波多社会体育館、唐 

    津市肥前体育館、唐津市鎮西スポーツセンター体育館及び唐津市呼子スポ

ーツセンター屋内競技場 

    (ｱ) 体育館 

区分 金額（１時間当たり） 
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一般 

 

全面 ８５０円 

半面 ４２０円 

１／４面 ２１０円 

生徒・児童 全面 ４２０円 

半面 ２１０円 

 １／４面 １００円 

    (ｲ) その他の施設 

区分 

 

金額（１

時間当た

り） 

唐津市相知天徳の丘運動公園社会体育館 

唐津市北波多社会体育館 

唐津市肥前体育館 

唐津市鎮西スポーツセンター体育館 

卓球室 一般 ３１０円 

生徒・児童 １５０円 

唐津市北波多社会体育館 

唐津市鎮西スポーツセンター体育館 

唐津市呼子スポーツセンター屋内競技場 

ミ ー テ ィ

ン グ ル ー

ム 

一般 ３１０円 

生徒・児童 １５０円 

唐津市鎮西スポーツセンター体育館 多目的室 一般 ３１０円 

生徒・児童 １５０円 

唐津市肥前体育館 

唐津市鎮西スポーツセンター体育館 

唐津市呼子スポーツセンター屋内競技場 

シャワー（１回当たり） １００円 

 備考 ミーティングルーム及び多目的室は、体育館を行事に利用する場合であっ

て当該行事の運営用に利用するときは、無料とする。 

   エ 唐津市相知浦の川スポーツセンター 

区分 金額（１時間当たり） 

一般 ５５０円 
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生徒・児童 ２７０円 

   オ 唐津市厳木本山体育館及び唐津市呼子殿ノ浦体育館 

区分 金額（１時間当たり） 

一般 全面 ６６０円 

 半面 ３３０円 

生徒・児童 全面 ３３０円 

半面 １６０円 

   カ 唐津市相知牟田部体育館、唐津市相知平山体育館、唐津市相知佐里体育

館及び唐津市鎮西石室体育館 

区分 金額（１時間当たり） 

一般 ３３０円 

生徒・児童 １６０円 

  (2) 個人利用 

区分 金額（１時間当たり） 

一般 １１０円 

生徒・児童 ５０円 

 備考 唐津市浜玉社会体育館、唐津市相知浦の川スポーツセンター、唐津市相知

牟田部体育館、唐津市相知平山体育館、唐津市相知佐里体育館及び唐津市鎮西

石室体育館は、当該利用を除く。 

５ テニスコート使用料 

  (1) 専用利用 

   ア 唐津市庭球場 

区分 金額（１面につき１時間当たり） 

一般 ３６０円 

生徒・児童 １８０円 

   イ 唐津市鎮西スポーツセンターテニスコート及び唐津市七山鳴神の丘運動

公園テニスコート 
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区分 金額（１面につき１時間当たり） 

一般 ３６０円 

生徒・児童 １８０円 

   ウ 唐津市相知天徳の丘運動公園硬式庭球場、唐津市相知軟式庭球場、唐津

市肥前総合運動場庭球場及び唐津市呼子スポーツセンターテニスコート 

区分 金額（１面につき１時間当たり） 

一般 ３１０円 

生徒・児童 １５０円 

  (2) 個人利用 

区分 金額（１時間当たり） 

一般 １１０円 

生徒・児童 ５０円 

  (3) 夜間照明施設利用 

区分 金額（３０分当たり） 

唐津市相知軟式庭球場 

唐津市肥前総合運動場庭球場 

唐津市鎮西スポーツセンターテニスコート 

唐津市呼子スポーツセンターテニスコート 

唐津市七山鳴神の丘運動公園テニスコート 

１５０円 

 ６ プール使用料 

   唐津市屋内プール 

   ア 専用利用 

区分 金額（１時間当たり） 

温水 １０月～翌年５月 ３，３２０円 

冷水 ６月～９月 １，６６０円 

   イ 個人利用 

区分 金額（１時間当たり） 
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一般 温水  ２２０円 

冷水 １１０円 

生徒・児童 温水  １１０円 

冷水 ５０円 

   ウ 児童プール 無料 

 ７ 武道場使用料 

  (1) 専用利用 

区分 金額（１面につき１時間当たり） 

唐津市東部少年武道館 

唐津市肥前武道場 

唐津市呼子柔剣道場 

一般 ３９０円 

生徒・児童 １９０円 

唐津市厳木柔剣道場 一般  ２１０円 

生徒・児童 １００円 

(2) 個人利用 

区分 金額（１時間当たり） 

一般 １１０円 

生徒・児童 ５０円 

 ８ 弓道場及び相撲場使用料 

  (1) 専用利用 

区分 金額（１時間当たり） 

唐津市相知天徳の丘運動公園弓道場 

唐津市鎮西スポーツセンター弓道場 

唐津市肥前総合運動場相撲場（屋内・屋

外） 

唐津市鎮西スポーツセンター相撲場 

唐津市浜玉相撲場（屋内・屋外） 

一般 ３１０円 

生徒・児童 １５０円 

(2) 個人利用 
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区分 金額（１時間当たり） 

一般 １１０円 

生徒・児童 ５０円 

 ９ ボートハウス使用料（艇庫使用料） 

区分 金額（１艇につき年額） 

一般 エイト艇 ４７，１２０円 

 フォア艇 ２３，５６０円 

 その他の艇 １５，４８０円 

大学生 エイト艇 ２３，５６０円 

 フォア艇 １１，７８０円 

 その他の艇 ７，７４０円 

高校生以下 エイト艇 １１，７８０円 

 フォア艇 ５，８９０円 

 その他の艇 ３，８７０円 

 備考 冷暖房を利用する場合の電気料は、実費相当額を徴収する。 

 １０ グラウンド・ゴルフ場使用料 

区分 金額（１人につき１時間当たり） 

唐津市相知天徳の丘運動公園グラウン

ド・ゴルフ場 

１５０円 

 １１ 屋外運動場及び運動広場夜間照明施設使用料 

区分 金額（３０分当たり） 

唐津市立東唐津小学校運動場 全灯 ４１０円 

唐津市立長松小学校運動場 全灯 ８３０円 

唐津市立佐志小学校運動場 全灯 ６２０円 

唐津市立西唐津小学校運動場 全灯 ６２０円 

唐津市立外町小学校運動場 全灯 ８３０円 
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唐津市立湊中学校運動場 全灯 ６２０円 

唐津市立鏡中学校運動場 全灯 ８３０円 

唐津市立鏡山小学校運動場 全灯 ６２０円 

唐津市立久里小学校運動場 全灯 ６２０円 

唐津市立大良小学校運動場 全灯 ６２０円 

唐津市立大志小学校運動場 全灯 ８３０円 

唐津市立第一中学校運動場 Ａ面 ８３０円 

Ｂ面 ８３０円 

全灯 １，０４０円 

唐津市立竹木場小学校運動場 全灯 ６２０円 

唐津市立高島小学校運動場 全灯 ４１０円 

唐津市立鬼塚中学校運動場 全灯 ６２０円 

唐津市立浜玉中学校運動場 Ａ面 ６２０円 

Ｂ面 ８３０円 

全灯 １，２００円 

唐津市立浜玉中学校テニスコート 全面 ６２０円 

唐津市立浜崎小学校運動場 全灯 １，０４０円 

唐津市立玉島小学校運動場 全灯 １，０４０円 

唐津市厳木広瀬運動広場 全灯 １，０４０円 

唐津市立厳木中学校テニスコート １面 １５０円 

唐津市立箞木小学校運動場 全灯 ６２０円 

旧唐津市立本山小学校運動場 全灯 ６２０円 

唐津市立厳木小学校運動場 全灯 ４１０円 

唐津市立相知中学校運動場 Ａ面 ６２０円 

Ｂ面 ８３０円 

全灯 １，２００円 
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唐津市立北波多中学校運動場 全灯 ６２０円 

旧唐津市立切木中学校運動場 全灯 １，０４０円 

唐津市立入野小学校運動場 全灯 ８３０円 

唐津市立田野小学校運動場 全灯 ４１０円 

唐津市立納所小学校運動場 全灯 １，０４０円 

唐津市鎮西馬渡運動広場 全灯 １，０４０円 

唐津市立加唐小学校運動場 全灯 ６２０円 

唐津市立呼子小学校運動場 半灯 ６２０円 

全灯 １，０４０円 

旧唐津市立七山小学校運動場 半灯 ８３０円 

全灯 １，２００円 

１２ その他の体育施設使用料 無料 

 備考（別表第２共通） 

  １ 利用時間には、準備及び利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むも

のとする。 

  ２ 利用時間に端数が生じたときは、その端数の時間は、次により処理する。 

   (1) １時間当たりで規定するもので 1 時間に満たないとき １時間 

   (2) ３０分当たりで規定するもので３０分に満たないとき ３０分 

  ３ 個人利用の場合は、次に掲げる回数券を利用できるものとする（夜間照明

施設利用を除く。）。 

(1) １１０円券の１２枚つづり １，１００円 

(2) ５０円券の１２枚つづり ５００円 

４ 一般とは、１５歳以上の者で中学生及び高校生以外のものをいう。ただし、

ボートハウス使用料（艇庫使用料）においては、１５歳以上の者で中学生、

高校生及び大学生以外のものをいう。 

  ５ 市民以外の個人又は団体が利用する場合の使用料（ボートハウス使用料

（艇庫使用料）を除く。）は、各区分に応じた金額の２倍の額とする。 
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６ 物品の売買又は宣伝を目的として利用する場合の使用料は、各区分に応じ

た金額の５倍の額とする。この場合において、前項及び次項の規定は、適用

しない。 

７ 入場料を徴収する場合の使用料は、各区分に応じた金額の５倍の額とする。

この場合において、第５項及び前項の規定は、適用しない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）以後の利用に係る使用料について適用する。ただし、この条例の

公布の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料については、なお従前

の例による。 

３ 施行日前に発行したこの条例による改正前の別表第２に規定する回数券は、施

行日以後においても、なお利用することができる。 
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議案第１３２号 

   唐津市公民館条例の一部を改正する条例制定について 

 唐津市公民館条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  公民館の使用料の見直し等に伴い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

唐津市公民館条例の一部を改正する条例 

唐津市公民館条例（平成１７年条例第３００号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「厳木公民館支館、」を削る。 

 別表第３を次のように改める。 

別表第３（第７条関係） 

区分 金額（１室につき１時間当たり） 

大会議室（２００

平 方 メ ー ト ル 以

上） 

会議室（１００平

方 メ ー ト ル 以 上

２００平方メート

ル未満） 

そ の 他 の 会 議 室

（１００平方メー

トル未満） 

志道公民館 

大成公民館 

竹木場公民館 

高島公民館 

鏡公民館 

久里公民館 

鬼塚公民館 

湊公民館 

神集島公民館 

大良公民館 

西唐津公民館 

東唐津公民館 

長松公民館 

成和公民館 

佐志公民館 

浜玉公民館 

２，２００円 １，６００円 ６００円 
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北波多公民館 

肥前公民館 

鎮西公民館 

打上公民館 

呼子公民館 

七山公民館 

外町公民館 唐津市都市コミュニティセンター条例（平成１７年条例第

３０５号）別表に定める額 

厳木公民館 唐津市厳木コミュニティセンター条例（平成１７年条例第

３０６号）別表に定める額 

相知公民館 唐津市相知交流文化センター条例（平成１７年条例第

３０４号）別表第１に定める額 

その他の公民館 無料 

 備考 利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間に切り上げ

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２条第１項の改正規

定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第３の規定は、この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）以後の利用に係る使用料について適用する。ただし、この条例の

公布の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料については、なお従前

の例による。 
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議案第１３３号 

   唐津市都市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例制定につ    

いて 

 唐津市都市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例を別紙のように制定

するものとする。 

  令和４年１２月１日 提出 

  唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  唐津市都市コミュニティセンターの使用料の見直しに伴い改正するも

のである。 
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唐津市条例第  号 

唐津市都市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

唐津市都市コミュニティセンター条例（平成１７年条例第３０５号）の一部を次

のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第１２条関係） 

１ 会議室等使用料 

区分 金額（１室につき１時間当たり） 

大会議室（２００平方メートル以上）  ２，２００円 

会議室（１００平方メートル以上２００平

方メートル未満） 

 １，６００円 

その他の会議室（１００平方メートル未

満） 

６００円 

 備考 利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間に切り上げ

る。 

 ２ 社会体育館使用料 

区分 金額 

専用利用（１時間当たり） 個人利用（２時間当たり） 

一般         ９３０円  １１０円 

生徒及び児童  ４６０円   ５０円 

 備考 利用時間に端数が生じたときは、その端数の時間は、次により処理する。 

(1) 専用利用において１時間に満たないとき １時間 

(2) 個人利用において２時間に満たないとき ２時間 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の利用に係る使用料について適用する。ただし、この条例の公布

の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料については、なお従前の例

による。 
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議案第１３４号 

   唐津市厳木コミュニティセンター条例の一部を改正する条例制定につ    

いて 

 唐津市厳木コミュニティセンター条例の一部を改正する条例を別紙のように制定

するものとする。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  唐津市厳木コミュニティセンターの使用料の見直しに伴い改正するも

のである。 
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唐津市条例第  号 

唐津市厳木コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

唐津市厳木コミュニティセンター条例（平成１７年条例第３０６号）の一部を次

のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第８条、第１５条関係） 

区分 金額（１室につき１時間当たり） 

大会議室（２００平方メートル以上）  ２，２００円 

会議室（１００平方メートル以上２００平

方メートル未満） 

 １，６００円 

その他の会議室（１００平方メートル未

満） 

 ６００円 

 備考 利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間に切り上げ

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の利用に係る使用料について適用する。ただし、この条例の公布

の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料については、なお従前の例

による。 
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議案第１３５号 

   唐津市近代図書館条例の一部を改正する条例制定について 

 唐津市近代図書館条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  唐津市近代図書館の使用料の見直しに伴い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

唐津市近代図書館条例の一部を改正する条例 

唐津市近代図書館条例（平成１７年条例第３１１号）の一部を次のように改正す

る。 

別表を次のように改める。 

別表（第８条関係） 

区分 金額（１日当たり） 

入場料を徴収しない場合 １８，３３０円 

入場料を徴収する場合 ３１，５２０円 

 備考 利用日数に１日に満たない端数があるときは、これを１日に切り上げる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の利用に係る使用料について適用する。ただし、この条例の公布

の日前に許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料については、なお従前の例

による。 
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議案第１３６号 

唐津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき市議会の同意を求め 

ることについて（その１） 

次の者を唐津市固定資産評価審査委員会委員に選任することにつき市議会の同意

を求める。 

令和４年１２月１日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所   

氏  名  山 口  博 

生年月日   

 

 

提案理由  地方税法第４２３条第３項の規定により市議会の同意を求めるもので

ある。 
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議案第１３６号参考資料 

 

山

やま

 口

ぐち

  博

ひろし

              

 

略            歴 
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議案第１３７号 

      唐津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき市議会の同意を求め    

ることについて（その２） 

  次の者を唐津市固定資産評価審査委員会委員に選任することにつき市議会の同意

を求める。 

    令和４年１２月１日  提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

 住    所     

氏  名  中 江 千 佳 子 

生年月日     

 

 

提案理由    地方税法第４２３条第３項の規定により市議会の同意を求めるもので

ある。 
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議案第１３７号参考資料 

 

中

なか

 江

え

 千

ち

 佳

か

 子

こ

              

 

略            歴 
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議案第１３８号 

唐津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき市議会の同意を求め 

ることについて（その３） 

次の者を唐津市固定資産評価審査委員会委員に選任することにつき市議会の同意

を求める。 

令和４年１２月１日  提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所   

氏  名  吉 田 洋 司 

生年月日   

 

 

提案理由    地方税法第４２３条第３項の規定により市議会の同意を求めるもので

ある。 
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議案第１３８号参考資料 

 

吉

よし

 田

だ

 洋

よう

 司

じ

             

 

略            歴 
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議案第１３９号 

      唐津市教育委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについて 

  次の者を唐津市教育委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。 

    令和４年１２月１日  提出 

                                         唐津市長  峰  達 郎     

 

住    所     

氏    名    佐 伯 玄 一 郎 

生年月日     

 

 

提案理由    地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により

市議会の同意を求めるものである。 
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議案第１３９号参考資料 

 

佐

さ

 伯

えき

 玄

げん

 一

いち

 郎

ろう

             

 

略            歴 
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議案第１４０号 

   字の区域変更について 

 本市の区域内において、次のとおり字の区域を変更するものとする。 

  令和４年１２月１日 提出 

唐津市長  峰  達 郎 

 

区域を変更する字の名称 同左に編入する区域 参考資料番号 

唐津市相知町黒岩字下田 

 唐津市相知町黒岩字前田６７７

番１、６７７番４、６７９番１、

６８０番１の一部、６８１番の一

部、６８３番、６８４番１、 

６８４番２、６８５番及び６８６

番の一部並びにこれらに伴う道路

及び水路の区域 

唐津市相知町黒岩字舞鶴７２４

番１の一部、７２４番３、７２５

番１の一部及び７２６番の一部並

びにこれらに伴う道路及び水路の

区域 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

唐津市相知町黒岩字日焼 

唐津市相知町黒岩字前田７１６

番の一部、７１７番の一部、 

７１８番、７１９番、７２０番の

一部及び７２２番１並びにこれら

に伴う道路及び水路の区域 

唐津市相知町黒岩字舞鶴７５３

番の一部、７５９番、７６０番、

７６１番、７６２番、７６３番の 

 

 

 

 

 

 

 

３及び４ 
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一部、７６４番及び７６５番並び

にこれらに伴う道路及び水路の区

域 

 唐津市相知町黒岩字下石原 

８１９番１の一部、８１９番４及

び８２３番の一部並びにこれらに

伴う道路の区域 

 

 

 

提案理由  土地改良法による相知黒岩地区ほ場整備事業の実施に伴う境界整理の

ため、本市の区域内の字の区域を変更する必要があるので、地方自治法

第２６０条第１項の規定により提案するものである。 
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議案第１４１号 

唐津城関連施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

 (1) 唐津城 

 (2) 舞鶴海浜公園の一部 

 (3) 東城内駐車場 

２ 指定管理者となる団体の名称 

  唐津城関連施設マネジメント共同企業体 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

 

提案理由  唐津城関連施設の指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４

条の２第６項の規定により提案するものである。 
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議案第１４２号 

   唐津市呼子台場都市漁村交流施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

  令和４年１２月１日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

  唐津市呼子台場都市漁村交流施設 

２ 指定管理者となる団体の名称 

  佐賀玄海漁業協同組合 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

 

提案理由  唐津市呼子台場都市漁村交流施設の指定管理者を指定したいので、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。 
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議案第１４３号 

   唐津みなと交流センターの指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

  唐津みなと交流センター 

２ 指定管理者となる団体の名称 

  呼子海運株式会社 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

 

提案理由  唐津みなと交流センターの指定管理者を指定したいので、地方自治法

第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。 
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報告第１６号 

専決処分の報告について（その１） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及び市長の専決処分事 

項に関する条例（平成１７年条例第９号）第１号の規定により、次のとおり専決処 

分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

令和４年１２月１日 提出 

唐津市長 峰  達 郎 

 

専 決 処 分 書 

 損害賠償額の決定及び和解について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項及び市長の専決処分事項に関する条例（平成１７年条例第９号）第

１号の規定により、次のとおり専決処分する。 

  令和４年１１月７日 

                      唐津市長 峰  達 郎  

 

１ 事故内容 

 市有地の草刈作業中に石を弾いたことによる軽自動車に対する物損事故 

２ 事故発生年月日 

令和４年１０月１３日 

３ 事故発生場所 

佐賀県唐津市二タ子二丁目１番１６の駐車場 

４ 損害賠償の額 

 金３４，６５０円 

５ 損害賠償及び和解の相手方 

 

 

６ 和解の要旨  

(1) 唐津市は、５の損害賠償及び和解の相手方に対し４の損害賠償の額を支払う。 
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(2) 前号以外に唐津市と５の損害賠償及び和解の相手方には何ら債権債務が存在

しないことを相互に確認する。 
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報告第１７号 

   専決処分の報告について（その２） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及び市長の専決処分事

項に関する条例（平成１７年条例第９号）第１号の規定により、次のとおり専決処

分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

  令和４年１２月１日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

   専 決 処 分 書 

 損害賠償額の決定及び和解について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項及び市長の専決処分事項に関する条例（平成１７年条例第９号）第

１号の規定により、次のとおり専決処分する。 

  令和４年１０月２０日 

唐津市長 峰  達 郎 

 

１ 事故の内容 

  市道上における石畳舗装の跳ね上がりによる普通自動車に対する物損事故 

２ 事故発生年月日 

  令和４年９月１６日 

３ 事故発生場所 

  佐賀県唐津市相知町相知２４０６番４１地先の市道上 

４ 損害賠償及び和解の相手方並びに損害賠償の額 

損害賠償及び和解の相手方 損害賠償の額 

 金７０，７５２円 

 金９１，９６０円 

合 計 金１６２，７１２円 
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５ 和解の要旨 

(1) 唐津市は、４の損害賠償及び和解の相手方らに対し同４の損害賠償の額を支

払う。 

(2) 前号以外に唐津市と４の損害賠償及び和解の相手方らには何ら債権債務が存

在しないことを相互に確認する。 
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